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廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル 

令和８年１月 

環境省 環境再生・資源循環局 

廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル 

令和７年４月 

環境省 環境再生・資源循環局 

第１章 

１．５ 国際的に脅威となる感染症について 

【解説】 

７ 医療関係機関等は、国際的脅威となる感染症の感染性廃棄物の処

理を委託する際に、「５．１委託契約」を踏まえ、性状や注意事項等

の必要な情報を提供しなければならない。情報を提供する際には「廃

棄物データシート（Waste Data Sheet）」（参考６）を活用して行う

ことが望ましい。 

第１章 

１．５ 国際的に脅威となる感染症について 

【解説】 

７ 医療関係機関等は、国際的脅威となる感染症の感染性廃棄物の処

理を委託する際に、「５．１委託契約」を踏まえ、性状や注意事項等

の必要な情報を提供しなければならない。情報を提供する際には「廃

棄物情報の提供に関するガイドライン（Waste Data Sheetガイドラ

イン）」（参考６）を活用して行うことが望ましい。 

第２章～第７章（略） 第２章～第７章（略） 

（参考１）～（参考５）（略） （参考１）～（参考５）（略） 
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（参考７）～（参考 12）（略） （参考７）～（参考 12）（略） 

 


